
○
商
工
委
員
会

・
内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
議
　
　
　
院

備
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

※2 7

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
案

衆

二
、

　
　
三
、
二
〇

二
、

　
　
四
、
二
五

　
　
　
（
予
）

二
、　

　
六
、
　
五

可
　
決

二
、

　
　
六
、
　
七

可
　
決

二
、

　
　
三
、
二
〇

二
、　

四
、
二
五

可
　
決

二
、　

四
、
二
七

可
　
決

2 8

地
域
産
業
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
特
定

事
業
の
集
積
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
二
〇

三
、
二
〇

　
（
予
）

　
　
六
、
一
四

可
　
決

　
　
六
、
一
五

可
　
決

三
、
二
〇

　
五
、
二
五

可
　
決

　
五
、
二
九

可
　
決

5 4

商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

"

四
、
一
九

六
、
一
四 　

　
六
、
一
九

可
　
決

　
六
、
二
〇

可
　
　
決

二
、

　
　
五
、
二
三

　
　
六
、
一
二

修
　
正

　
　
六
、
一
四

修
　
正

6 6

不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

五
、
二
四

五
、
二
四

　
（
予
）

　
　
六
、
二
一

可
　
決

　
　
六
、
二
二

可
　
決

五
、
二
四

　
　
六
、
一
三

可
　
決

　
　
六
、
一
四

可
　
決



工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二

七
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
の
技
術
水
準
の
飛
躍
的
な
向
上
等
を
背
景
に
、

工
業
所
有
権
に
関
す
る
出
願
内
容
の
高
度
化
、
出
願
件
数
の
増
大
等

工
業
所
有
権
制
度
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
対
処

し
、
そ
の
手
続
の
円
滑
な
処
理
及
び
情
報
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た

め
、
現
行
の
工
業
所
有
権
関
係
四
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
等
の
導
入

　
　
特
許
出
願
等
の
手
続
を
す
る
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
い

　
わ
ゆ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
）
ま
た
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
用
い
て
行
う
こ

　
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
書
面
の
提
出
に
よ
り
行
う
手

　
続
に
つ
い
て
は
、
電
子
情
報
化
の
た
め
の
補
充
的
措
置
が
必
要
と

　
な
る
も
の
の
、
今
後
と
も
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
さ
ら
に
、
特
許
庁
が
行
う
処
分
、
通
知
、
閲
覧
等
に
つ
い
て
も

　
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

二
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
公
報
の
発
行

　
　
特
許
公
報
ま
た
は
実
用
新
案
公
報
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ

　
て
発
行
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
手
数
料
等
の
予
納
制
度
の
導
入

　
　
特
許
出
願
人
等
が
あ
ら
か
じ
め
納
め
た
手
数
料
等
の
見
込
額
か

　
ら
、
手
続
の
都
度
、
所
要
の
金
額
を
引
き
落
と
し
、
手
数
料
等
の

　
納
付
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
、
特
許
庁
外
の
指
定
機
関
の
活
用

　
　
特
許
庁
長
官
は
、
書
面
に
よ
る
手
続
に
関
し
必
要
と
な
る
電
子

　
情
報
化
業
務
を
、
指
定
情
報
処
理
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
特
許
等
の
審
査
に
必
要
な
先
行
技
術
調
査

　
を
、
指
定
調
査
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
罰
則

　
　
指
定
情
報
処
理
機
関
ま
た
は
指
定
調
査
機
関
の
役
職
員
等
に
関

　
す
る
罰
則
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

六
、
要
約
書
の
導
入

　
　
　
「
特
許
法
」
及
び
「
実
用
新
案
法
」
を
一
部
改
正
し
、
特
許
出

　
願
人
等
は
、
発
明
ま
た
は
考
案
の
要
約
書
を
願
書
に
添
付
し
て
提

　
出
す
る
も
の
と
し
、
要
約
書
の
記
載
内
容
を
特
許
公
報
等
に
掲
載

　
す
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の

　
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審



査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
最
近
、
我
が
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
技
術
水
準
の
飛
躍
的
な
向
上

等
を
背
景
に
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
出
願
件
数
が
増
大
し
、
そ
の

出
願
の
内
容
も
高
度
化
か
つ
複
雑
化
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

特
許
・
実
用
新
案
の
審
査
な
ど
に
要
す
る
期
間
が
長
期
化
し
て
お
り

ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
処
し
、
い
わ
ゆ
る
オ
ン
ラ
イ

ン
・
シ
ス
テ
ム
の
使
用
等
に
よ
り
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
の

円
滑
な
処
理
及
び
情
報
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
工
業
所
有
権

関
係
四
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
従
来
の
書
面
出
願
の
取
扱
い
、
電
子

出
願
に
必
要
な
機
器
の
開
発
と
普
及
、
特
許
特
別
会
計
の
収
支
状
況
、

審
査
官
等
の
増
員
及
び
待
遇
改
善
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
シ
ス
テ
ム
と
そ

の
安
全
対
策
、
工
業
所
有
権
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
等
の
諸
問
題
に
つ

い
て
、
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に

譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、

全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
書
面
に
よ
る
出
願
に
要
す
る
費
用
の

低
減
に
努
め
る
こ
と
等
八
項
目
の
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
産
業
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
特
定
事
業
の
集
積
の
促
進
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八
号
）

要
旨

　
　
諸
機
能
の
東
京
一
極
集
中
は
依
然
と
し
て
進
行
し
て
お
り
、
東
京

　
と
地
方
圏
と
の
格
差
の
拡
大
等
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
て
い
る
。
本

　
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
こ
う
し
た
経
済
的
環
境
の
変
化
に
対
応

　
し
て
、
特
定
事
業
の
集
積
の
程
度
が
特
に
著
し
く
高
い
地
域
か
ら
、

　
承
認
集
積
促
進
地
域
へ
の
特
定
事
業
事
業
所
等
の
移
転
を
特
に
促
進

　
す
る
こ
と
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
特
定
事
業
の
集
積
を
促
進
し
、

　
産
業
の
配
置
の
適
正
化
に
資
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
域
振
興
整

　
備
公
団
に
当
該
移
転
に
関
し
、
必
要
な
資
金
の
貸
し
付
け
を
行
う
業

　
務
を
追
加
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
地
域
産
業
の
高
度
化
に
寄
与
す
る

　
特
定
事
業
の
集
積
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を

　
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



　
諸
機
能
の
東
京
一
極
集
中
の
傾
向
は
、
依
然
と
し
て
進
行
し
て
お

り
、
東
京
都
と
地
方
圏
と
の
格
差
の
拡
大
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
、
研
究
所
や
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
業
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
産
業
の
「
頭
脳
部
分
」
た
る
特
定
事

業
の
集
積
の
程
度
が
特
に
著
し
い
過
度
集
積
地
域
た
る
東
京
都
区
部

か
ら
、
承
認
集
積
促
進
地
域
へ
の
特
定
事
業
の
移
転
を
特
に
促
進
す

る
こ
と
が
当
該
地
域
に
お
け
る
特
定
事
業
の
集
積
を
促
進
し
、
及
び

産
業
の
配
置
の
適
正
化
に
資
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
域
振
興
整

備
公
団
に
当
該
移
転
に
関
し
、
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
業
務

を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
東
京
一
極
集
中
の
背
景
、
産
業
立
地

政
策
と
地
方
自
治
体
の
財
政
負
担
、
承
認
集
積
促
進
地
域
の
現
状
等

の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細

は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
市

川
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
、
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
四
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
商
品
市
場
を
め
ぐ
る
内
外
の
諸
情
勢
に
対
応
し
て
、

我
が
国
の
商
品
市
場
の
健
全
な
発
展
及
び
国
際
化
を
図
る
た
め
、
商

品
取
引
制
度
の
整
備
、
商
品
取
引
に
お
け
る
委
託
者
保
護
の
強
化
等

所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
商
品
の
定
義
の
変
更
等

　
　
商
品
、
商
品
市
場
等
の
定
義
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
先
物
取

　
引
と
し
て
指
数
先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
現
金
決
済
方
式

　
に
よ
る
先
物
取
引
等
新
種
の
取
引
を
導
入
す
る
。

二
、
私
設
先
物
市
場
の
開
設
禁
止
規
定
の
整
備

　
　
商
品
の
定
義
の
変
更
等
に
伴
い
、
商
品
市
場
類
似
施
設
の
開
設

　
禁
止
規
定
を
整
備
す
る
。

三
、
試
験
的
上
場
制
度
の
導
入

　
　
商
品
の
上
場
を
円
滑
か
つ
的
確
に
行
う
た
め
、
試
験
上
場
の
導

　
入
及
び
上
場
の
取
消
し
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
商
品
取
引
所
の
存

　
立
時
期
及
び
商
品
市
場
の
開
設
期
限
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

　
う
に
す
る
。

四
、
外
国
法
人
等
へ
の
会
員
資
格
付
与
等



　
　
外
国
法
人
等
が
会
員
と
な
れ
る
よ
う
会
員
資
格
要
件
を
整
備
す

　
る
ほ
か
、
一
定
要
件
に
該
当
す
る
商
品
取
引
員
は
株
式
会
社
に
限

　
定
す
る
こ
と
等
商
品
取
引
員
制
度
も
併
せ
て
整
備
す
る
。

五
、
商
品
取
引
員
協
会
の
設
立

　
　
受
託
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
解
決
等
の
業
務
を
行
う
た
め
、
商

　
品
取
引
員
を
会
員
と
す
る
商
品
取
引
員
協
会
を
設
立
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

六
、
取
引
資
格
の
拡
大
及
び
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
選
択
的
導
入

　
　
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
資
格
を
、
一
定
要
件
に
該
当
す
る
当

　
該
商
品
取
引
所
の
会
員
以
外
の
者
に
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

　
う
に
す
る
ほ
か
、
商
品
取
引
所
み
ず
か
ら
が
、
会
員
に
代
わ
っ
て

　
取
引
決
済
に
お
け
る
当
事
者
と
な
り
う
る
方
式
（
ク
リ
ア
リ
ン
グ

　
ハ
ウ
ス
）
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

七
、
委
託
者
保
護
の
強
化

　
　
外
務
員
登
録
制
の
整
備
、
受
託
に
係
る
財
産
の
分
離
保
管
制
度

　
の
導
入
、
受
託
業
務
保
証
金
制
度
の
改
善
、
商
品
取
引
所
の
紛
争

　
処
理
体
制
の
整
備
等
を
行
う
。

八
、
合
併
規
定
の
整
備

　
　
商
品
取
引
所
の
合
併
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
合
併
の
要
件
、
手

　
続
き
、
効
果
、
登
記
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

九
、
罰
則

　
　
一
定
事
項
に
つ
き
新
た
に
罰
則
を
設
け
る
ほ
か
、
既
存
の
罰
金
、

　
過
料
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
引
き
上
げ
る
。

十
、
施
行
日

　
　
本
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら

　
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

　
か
ら
施
行
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
罰
則
規
定
第
百
五
十

二
条
中
「
取
引
」
の
下
に
「
若
し
く
は
そ
の
受
託
」
を
加
え
、
商
品

市
場
に
お
け
る
取
引
の
受
託
の
た
め
、
風
説
の
流
布
等
行
っ
た
者
も

刑
罰
の
対
象
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
商
品
取
引
所
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と

　
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
商
品
価
格
変
動
リ
ス
ク
の
増
大
と
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ

　
の
必
要
性
の
高
ま
り
、
海
外
に
お
け
る
先
物
取
引
の
発
展
等
に
適
切

　
に
対
応
す
る
た
め
、
私
設
先
物
市
場
の
開
設
禁
止
規
定
の
整
備
、
受

　
託
に
係
る
財
産
の
分
離
保
管
制
度
の
導
入
等
委
託
者
保
護
の
一
層
の

　
充
実
を
図
り
つ
つ
、
我
が
国
商
品
市
場
が
国
際
的
に
通
用
す
る
先
物

　
市
場
の
整
備
に
必
要
な
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
新
種
の
取
り
引
き
の
導



入
、
試
験
上
場
制
度
の
創
設
、
外
国
法
人
へ
の
会
員
資
格
付
与
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
衆
議
院
に
お

き
ま
し
て
罰
則
の
該
当
事
項
に
商
品
取
引
市
場
に
お
け
る
「
取
引
の

受
託
」
を
加
え
る
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
委
託
者
財
産
の
分
離
保
管
の
適
正
運

用
、
不
当
な
勧
誘
行
為
と
罰
則
の
あ
り
方
、
新
型
取
引
が
及
ぼ
す
市

場
機
能
へ
の
影
響
、
商
品
取
引
員
協
会
設
立
と
そ
の
運
営
の
あ
り
方

等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳

細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
市

川
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
、
原
案
ど

お
り
、
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
委
託
者
保
護
の
充
実
が
図
ら
れ
る
よ

う
、
商
品
取
引
所
制
度
の
適
正
な
運
営
に
一
層
努
め
る
こ
と
等
五
項

目
の
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
六
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
技
術
革
新
の
進
展
、
経
済
社
会
の
情
報
化
等
を
反

映
し
て
営
業
秘
密
の
重
要
性
が
増
大
し
、
こ
れ
を
保
護
す
る
必
要
が

高
ま
っ
て
い
る
現
状
に
対
応
し
、
ま
た
、
知
的
財
産
分
野
に
お
け
る

国
際
的
な
制
度
の
調
和
の
要
請
に
応
え
る
た
め
、
営
業
秘
密
の
不
正

な
取
得
行
為
等
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
な
競
争
行
為
に
対
す
る
民
事

的
な
救
済
手
段
と
し
て
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
に
差
止
請
求
権
等
を

認
め
る
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
の
差
止
請
求
権

　
　
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
ま

　
た
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の

　
　
（
営
業
秘
密
）
を
保
有
す
る
事
業
者
（
保
有
者
）
は
、
こ
の
営
業

　
秘
密
を
窃
取
、
詐
欺
等
の
不
正
な
手
段
に
よ
り
取
得
、
使
用
、
開

　
示
す
る
行
為
、
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
ま
た
は
保
有
者
に
損
害

　
を
加
え
る
目
的
で
営
業
秘
密
を
使
用
、
開
示
す
る
行
為
等
の
不
正

　
な
競
争
行
為
に
対
し
て
、
当
該
行
為
の
差
止
め
を
請
求
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
の
差
止
め
に
必
要
な
措
置
の
請
求

　
権

　
　
保
有
者
は
、
一
の
差
止
請
求
を
行
う
に
際
し
て
、
営
業
秘
密
に

　
係
る
不
正
行
為
を
組
成
し
た
物
、
使
用
し
た
設
備
等
の
廃
棄
そ
の



　
他
の
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
の
停
止
又
は
予
防
に
必
要
な
措

　
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
者
の
損
害
賠
償
責
任

　
　
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
の
営
業
上
の
利
益
を
営
業
秘

　
密
に
係
る
不
正
行
為
に
よ
っ
て
害
し
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償

　
す
る
責
に
任
ず
る
も
の
と
す
る
。

四
、
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
に
係
る
信
用
回
復
の
措
置

　
　
営
業
秘
密
に
係
る
不
正
行
為
に
よ
っ
て
他
人
の
営
業
上
の
信
用

　
を
害
し
た
者
に
対
し
、
裁
判
所
は
、
被
害
者
の
請
求
に
よ
り
、
損

　
害
賠
償
に
代
え
ま
た
は
損
害
賠
償
と
と
も
に
、
営
業
上
の
信
用
を

　
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

　
す
る
。

五
、
そ
の
他

　
　
不
正
行
為
の
存
在
に
善
意
・
無
重
過
失
で
営
業
秘
密
を
取
得
し

　
た
者
の
保
護
に
関
す
る
規
定
、
差
止
請
求
権
の
短
期
消
滅
時
効
に

　
関
す
る
規
定
を
設
け
、
原
産
地
を
虚
偽
表
示
し
た
者
等
に
対
す
る

　
罰
金
を
引
き
上
げ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
商
工
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
技
術
革
新
の
進
展
、
経
済
社
会
の
情
報
化
等
に
伴

い
、
営
業
秘
密
を
保
護
す
る
必
要
が
高
ま
っ
て
い
る
現
状
に
対
応
す

る
と
と
も
に
、
知
的
財
産
分
野
に
お
け
る
国
際
的
な
要
請
に
応
え
る

た
め
、
営
業
秘
密
の
不
正
な
取
得
行
為
等
に
対
す
る
民
事
的
な
救
済

手
段
と
し
て
営
業
秘
密
の
保
有
者
に
不
正
競
争
行
為
の
差
止
請
求
権
、

損
害
賠
償
請
求
権
、
信
用
回
復
の
措
置
等
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
営
業
秘
密
の
保
護
が
営
業
活
動
の
自

由
、
職
業
選
択
の
自
由
に
及
ぼ
す
影
響
、
本
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

る
営
業
秘
密
の
範
囲
、
本
法
と
改
正
刑
法
草
案
と
の
関
係
等
の
諸
問

題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
市

川
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
多
数
を
も
っ
て
、
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
致
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




